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森林保全課 

林地開発許可制度実施要項及び事務要領の改正 

No 課題 区分 旧 新 

1 盛土規制法

施行に伴う

法面勾配基

準の見直し 

 

＜県独自＞ 

 

実施要項 

設計・審査基

準（別記 2） 

 

 

 

 

１ 伐採、切土、盛土、捨土関係 

(5) 盛土は次によること 

ア 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び

近傍にある既往の法面の状態等を勘案して、現地に適

合した安全なものであること。盛土高がおおむね１．

５ｍを超える場合には勾配が３５度（約１．５割）以

下であること。 

１ 伐採、切土、盛土、捨土関係 

 (5) 盛土は次によること 

ア 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び

近傍にある既往の法面の状態等を勘案して 現地に

適合した安全なものとし、勾配は原則として３０度以

下（宅地造成及び特定盛土等規制法（令和４年法律第

５５号）の規定に準じること。）であること。 

2 土砂流出防

止対策（法

面緑化）の

完了確認の

厳格化 

 

＜国通知＞ 

実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務要領 

別記１ 

 

 

（開発行為完了の届出） 

第１７条 開発行為者は、許可に係る工事が完了したときは、

遅滞なく、林地開発行為完了届出書（別記第２３号様式）を

知事に提出し、その確認を受けなければならない。 

                               

                               

                               

         

２ ［略］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

完了確認点検事項一覧表 

 ［新設］  

 

 

 

 

 

 

（開発行為完了の届出） 

第１７条 開発行為者は、許可に係る工事が完了したときは、

遅滞なく、林地開発行為完了届出書（別記第２４号様式）を

知事に提出し、その確認を受けなければならない。 

ただし、緑化について、当該開発行為の完了確認において

植生が定着しないことが見込まれると判定された場合には、

必要な措置後、継続的に経過観察を行った上で再度完了確認

を受けなければならない。 

２ ［略］ 

３ 開発行為者は、第１項のただし書きに該当する場合は、必

要な措置後１年経過した時点の植生状態について植被率等に

よる成績判定を受けるとともに、その後少なくとも１年間の経

過観察を行い、定着状況を確認した上で、完了確認を受けるも

のとする。 

 

完了確認点検事項一覧表 

緑化 ＊表土の侵食防止を目

的とした緑化の効果

が発揮されているか 

＊植生の活着や発芽状

況、生育状況が良好か 

＊植生の定着状況を目視により

確認する 

※目視による確認の際は、森林

土木事業植生工の生育判定基

準を参考にすること 

また、判定により「不可」となった

場合には、植生が定着しないと判

断できる 
 

3 現地状況に

応じた防災

施設の設計 

 

＜国通知＞ 

 

実施要項 

設計・審査基

準（別記 2） 

 

 

 

４ 排水施設関係 

(イ) 設計雨量強度については、表－６及び表－７に

定められた確率年及び単位時間により、「熊本県内

における確率降雨強度の算定」（熊本県土木部河川

課）を参考として求めること。 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

           

 

４ 排水施設関係 

(ウ) 設計雨量強度については、表－６及び表－７に

定められた確率年及び単位時間により、「熊本県内

における確率降雨強度の算定」（熊本県土木部河川

課）を参考として求めること。 

なお、排水施設の雨量確率では、人家等の人命に

関わる保全対象が事業区域に隣接している場合な

ど排水施設の周囲に溢水した際に保全対象に大き

な被害を及ぼすことが見込まれる場合について

は、２０年確率で想定される雨量強度を用いるほ

か、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条

第１項第４号のロ又は土砂災害防止法第８条第１

項第４号でいう要配慮者利用施設等の災害発生時

の避難に特別の配慮が必要となるような重要な保

全対象がある場合は、３０年確率で想定される雨

量強度を用いること。 

実施要項 

設計・審査基

準（別記 2） 

 

 

 

６ 洪水調節池施設関係 

(2) 洪水調節池の容量 

ア 洪水調節池容量は、下流における流下能力を考慮の

うえ、３０年確率で想定される雨量強度における開発

中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以

下にまで調節できるものであること      。            

６ 洪水調節池施設関係 

(2) 洪水調節池の容量 

ア 洪水調節池容量は、下流における流下能力を考慮の

うえ、３０年確率で想定される雨量強度における開発

中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以

下にまで調節できるものであることを基本とする。た
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(3) 余水吐の能力 

コンクリートダムにあっては１００年確率で想定さ

れる雨量強度におけるピーク流量の１．２倍以上、フィ

ルダムにあってはコンクリートダムのそれの１．２倍以

上のものであること。 

(4) 洪水調節の方式 

原則として自然放流方式であること。          

                            

                            

                            

             

 

だし、第４条の河川管理者等との協議を行う場合に

は、５０年確率で想定される雨量強度における開発中

及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下

にまで調節できるものであること。 

(3) 余水吐の能力 

コンクリートダムにあっては２００年確率で想定さ

れる雨量強度におけるピーク流量の１．２倍以上、フィ

ルダムにあってはコンクリートダムのそれの１．２倍以

上のものであること。 

(4) 洪水調節の方式 

原則として自然放流方式であること。やむを得ず浸透

型施設として整備する場合については、尾根部や原地形

が傾斜地である箇所、地すべり地形である箇所又は盛土

を行った箇所等浸透した雨水が土砂の流出・崩壊を助長

するおそれがある箇所には設置しないこと。 

 

実施要項 

設計・審査基

準（別記 2） 

 

 

３ えん堤関係 

                             

                             

                             

                             

                           

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土砂流出防止の措置 

開発行為に伴い相当量の土砂が流出する等の下流地域

に災害が発生するおそれがある区域が事業区域（開発行為

をしようとする森林又は緑地その他の区域をいう。以下同

じ。）に含まれる場合には、開発行為に先行して十分な容量

及び構造を有するえん堤等の設置、森林の残置等の措置を

適切に講ずること。 

(4) 「災害が発生するおそれがある区域」については表－

２に掲げる区域を含む土地の範囲とし、その考え方につ

いては、災害の特性を踏まえ、次のア及びイとする。 

ア 山腹崩壊や急傾斜地の崩壊、地すべりに関する区域

については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号。以下「土砂災害防止法」という。）の土砂災害警戒

区域の考え方を基本とすること。 

イ 土石流に関する区域については、土石流の発生の危

険性が認められる渓流を含む流域全体を基本とする

こと。ただし、土石流が発生した場合において、地形

の状況により明らかに土石流が到達しないと認めら

れる土地の区域を除く。 

(5) なだれ危険箇所点検調査要領に基づくなだれ危険箇

所に係る森林を事業区域に含む場合についても、開発区

域に先行して周囲へのなだれ防止措置について検討し、

必要な措置を講じること。 

(6) 上記の検討結果を整理し、必要な資料を提出するこ

と。 

 

表－２ 

区域の名称 根拠とする法令等 

砂防指定地 砂防法 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律 

地すべり防止区域 地すべり等防止法 

土砂災害警戒区域 土砂災害防止法 

災害危険区域 建築基準法 

山腹崩壊危険地区 山地災害危険地区調査要領 

地すべり危険地区 

崩壊土砂流出危険地区 
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4 申請者の 

事務負担軽

減 

 

＜県独自＞ 

 

実施要項 

 

 

 

（防災施設の先行設置及び段階確認の実施） 

第１３条 開発行為者は、防災施設を設置した後でなければ、

本体工事（本体工事に係る立木伐採を含む。）に着手してはな

らない。 

                               

                               

                              

２ 次の各号の開発の段階には、速やかに林地開発行為段階確

認届出書（別記１９号様式）を知事に提出し、段階確認を受

けなければならない。 

 (1)～(2) ［略］ 

(3) 前２号の段階確認を受けた後、造成工事が完了したときで

工作物や施設の設置前 

 

（防災施設の先行設置及び段階確認の実施） 

第１３条 開発行為者は、防災施設を設置した後でなければ、

本体工事（本体工事に係る立木伐採を含む。）に着手してはな

らない。 なお、ここでいう「防災施設」とは、下流域への

災害防止機能を有する洪水調節池、沈砂池、えん堤、暗渠排

水施設等をいい、造成工事の完成期に設置する開渠排水施設

等は除くものとする。 

２ 次の各号の開発の段階には、速やかに林地開発行為段階確

認届出書（別記２０号様式）を知事に提出し、段階確認を受

けなければならない。 

 (1)～(2) ［略］ 

［削除］ 

 

 

実施要項 

書類作成基

準（別記 1） 

 

１９ 土地の登記事項証明書 

(1) 必要資料 ［略］ 

(2) 注意事項 

ア～ウ ［略］ 

［新設］ 

 

１９ 土地の登記事項証明書 

(1) 必要資料 ［略］ 

(2) 注意事項 

ア～ウ ［略］ 

エ 登記事項証明書については、法務省が指定する（一財）民

亊法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から取得した

登記情報を記した書類（照会番号があり、県の審査期間中に閲

覧可能なものに限る。）の提出をもってこれに代えることがで

きる。 

5 開発行為の

一体性を明

文化 

 

＜国通知＞ 

実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施要項 

別記４ 

 

 

 

 

 

 

 

（許可の申請） 

第７条 開発しようとする者は、林地開発許可申請書（別記第

３号様式）を知事に提出しなければならない。なお、複数の

開発を実施するにあたり、個々の開発面積が政令第２条の３

に規定する開発の規模（以下「開発規模」という。）を超えな

い場合、又は複数の開発の一部が既に許可を受けている若し

くは開発行為が完了している場合であっても、人格、時期、

場所等からみて、開発行為として一体性があると認められ、

その合計面積が開発規模を超えるときは、当該開発行為全体

で許可を受けなければならない。 

［移動］ ［第 1項から移動］ 

 

 

 

 

 

 

 

（別記４） 開発行為の一体性 

［新設］ 

（許可の申請） 

第７条 開発しようとする者は、林地開発許可申請書（別記第

３号様式）を知事に提出しなければならない。 ［以下、第

５項へ移動］ 

 

 

 

 

 

 

５ 複数の開発を実施するにあたり、個々の開発面積が政令第

２条の３に規定する開発の規模（以下「開発規模」という。）を

超えない場合、又は複数の開発の一部が既に許可を受けている

若しくは開発行為が完了している場合であっても、実施主体、

実施時期、実施箇所からみて、開発行為として一体性があると

認められ、その合計面積が開発規模を超えるときは、当該開発

行為全体で許可を受けなければならない。 

 

（別記４） 開発行為の一体性 

第７条第５項に規定する「開発行為として一体性がある」と

認められるものとは、実施主体、実施時期又は実施箇所の相異

にかかわらず一体性を有するものをいい、次に掲げる場合を目

安に、それぞれの一体性の個々の状況に応じて、総合的に判断

する。 

(1) 実施主体の一体性 

個々の箇所の行為者の名称などの外形が異なる場合で

あっても、開発行為を行う会社間の資本や雇用等の経営状

況のつながり、開発後の運営主体や施設等の管理者、同一

森林所有者等による計画性等から同一の事業者が関わる

開発行為と捉えられる場合 

(2) 実施時期の一体性 

時期の重複又は連続があるなど個々の開発行為の時期
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（発電設備の場合は、個々の設備の整備時期や送電網への

接続時期）からみて一連と捉えられる計画性がある場合 

(3) 実施箇所の一体性 

個々の事業で必要な工事用道路や排水施設等の設備が

共用されている場合（共用を前提として整備することを計

画している場合を含む。）や局所的な集水区域内で排水系

統を同じくする場合 

 

6 利害関係者

の範囲の決

定方法を明

文化 

 

＜県独自＞ 

 

実施要項 

書類作成基

準（別記 1） 

 

 

 

２ 地域住民等への説明結果概要書（別記第２号様式）（要項

第５条関係） 

(1) 明示事項 ［略］ 

(2) 注意事項 

ア ［略］ 

イ 説明の対象者（地域住民等） 

(ア) 事業区域内の土地所有者 

(イ) 事業区域に関係する区域の住民又は自治会等 

(ウ) 開発行為により直接影響を受けるその他関係者 

                           

                  

３ 利害関係者等との協定書（要項第６条関係） 

(1)  明示事項 

ア～ウ ［略］ 

エ 設計・審査基準第１の６項に規定する項目を含む協

定締結の内容 

(2) 注意事項 

ア ［略］ 

［新設］ 

 

 

２ 地域住民等への説明結果概要書（別記第２号様式）（要項

第５条関係） 

(1) 明示事項 ［略］ 

(2) 注意事項 

ア ［略］ 

イ 説明の対象者（地域住民等） 

(ア) 事業区域内の土地所有者 

(イ) 事業区域に関係する区域の住民又は自治会等 

(ウ) 開発行為により直接影響を受けるその他関係者 

なお（イ）及び（ウ）の範囲については、関係市町

村の助言を受けること。 

３ 利害関係者等との協定書（要項第６条関係） 

(1) 明示事項 

ア～ウ ［略］ 

エ 設計・審査基準第１の２（５）に規定する項目を含

む協定締結の内容 

(2) 注意事項 

ア ［略］ 

イ 協定締結は、関係市町村の助言を受け地域住民等へ

の説明会を行った範囲を基本とする。 

 

7 開発（施工）

事業者の施

工体制の確

認 

 

＜国通知＞ 

 

実施要項 

書類作成基

準（別記 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 許可申請（協議）書類作成上の留意事項 

１ 林地開発許可申請書（別記第３号様式）（要項第７条関

係） 

(1) 明示事項 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

２３ 申請者の信用に関する書類 

(1) 必要資料 

ア 個人の場合は、住民票（原本）            

を添付すること。 

イ 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書（原本）

及び定款                         

                  を添付する

こと。 

ウ 法人でない団体の場合は、その代表者の氏名、規約、

組織運営に関する定めを記載した書類     を

添付すること。 

［新設］ 

 

(2) 注意事項 

第５ 許可申請（協議）書類作成上の留意事項 

１ 林地開発許可申請書（別記第３号様式）（要項第７条関

係） 

(1) 明示事項 

カ 開発行為の施行体制 

(ア) 施行体制は、施行者名（法人名或いは個人事業主

名）を記載すること。 

(イ) 申請時点で施行者が確定していない場合は、「施

行者未定」とすること。 

(ウ) 申請時点で施行者が確定していない場合は、開

発行為に着手する前に必要な書類を提出すること

を誓約する確約書（様式自由）を提出すること。 

２３ 申請者の信用に関する書類 

(1) 必要資料 

ア 個人の場合は、住民票（原本）及び納税証明書（原

本）を添付すること。 

イ 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書（原本）、

定款、貸借対照表、損益計算書等の法人の財務状況や

経営状況を確認できる資料及び納税証明書（原本）を

添付すること。 

ウ 法人でない団体の場合は、その代表者の氏名、規約、

組織運営に関する定めを記載した書類又は議事録を

添付すること。 

エ 事業経歴書（必要に応じ、一定の期間を定めその期

間内の経歴とすることができる。） 

(2) 注意事項 
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実施要項 

設計・審査基

準（別記 2） 

 

 

 

 

 

 

 

ア～イ ［略］ 

ウ  定 款 又 は                   

（１）ウ      の書類には、原本証明をするこ

と。 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 一般的事項 

(4) 申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力

があることが明らかであること。                

                          

                             

                             

                             

                  

                             

                             

          

                             

                             

               

                             

                             

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア～イ ［略］ 

ウ 定款、法人の財務状況や経営状況を確認できる資

料、（１）ウ及び（１）エの書類には、原本証明をする

こと。 

エ 法人の財務状況や経営状況を確認できる資料は、申

請日を含む会計年度の前会計年度分とする。 

オ 納税証明書は、国税、道府県税及び市町村税につい

て未納がないことを証明する証明書とする。 

 

２４ 防災措置を講ずる能力に関する書類 

防災措置を施行する者は、下記の書類を提出すること。 

(1) 必要資料 

ア 建設業法許可書（土木工事業）の写し 

イ 事業経歴書（必要に応じ、一定の期間を定めその期

間内の経歴とすることができる。） 

ウ 事業実施体制を示す書類（職員数、主な役員・技術

者名等） 

エ 林地開発に係る施工実績を示す書類（監督処分及び

行政指導があった場合は、その対応状況を含む。必要

に応じ、一定の期間を定めその期間内の実績とするこ

とができる。） 

(2) 注意事項 

ア 許可申請時に提出することを原則とするが、申請時

点で施行者が確定していない場合は、確約書（開発行

為に着手する前に必要な書類を提出することを誓約

するもの）を提出すること。 

イ 前項の確約書を提出した場合には、施行者が確定し

た後、工事に着手する前に、（１）の資料を森林保全課

に提出して確認を受けること。 

 

第１ 一般的事項 

(4) 申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力

があることが明らかであること。防災施設の整備に必要

な資金の手当が可能であることや申請者としての信用

があること。 

具体的な内容については、関係書類作成基準によるこ

と。ただし、開発行為の目的、態様等に応じて必要な書

類を追加し、又は他の書類により資力及び信用を確認で

きる場合には当該書類の添付をもって代替できる。 

また、融資決定が開発行為の許可後となる場合等当該

書類を提出することが困難な場合には、次に掲げる方法

等により確認できること。 

ア 防災施設の設置の先行実施を徹底させる観点から、

防災施設の設置に係る部分の資金調達について預金

残高証明書等により確認できること。 

イ 上記が困難な場合には、申請時に、申請者の資金計

画書に加え、金融機関から事業者への関心表明書を提

出させ、着手前に融資証明書により確認できること。 

(5) 別記第３号様式の注意事項３において、「開発行為の

施行体制の欄には、開発行為の施行者を記載するととも

に、その施行者に防災措置を講ずるために必要な能力が

あることを証する書類を添付すること」としているが、

これは、開発行為の許可申請に当たって申請者と施行者

が異なる場合に、施行者による防災措置の確実な実施を

担保する観点から、防災措置を講ずるために必要な能力
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［新設］ 

 

 

 

があることを証する書類を確認するためである。具体的

な内容については、関係書類作成基準によること。ただ

し、開発行為の目的、態様等に応じて必要な書類を追加

し、又は他の書類により防災措置を講ずるために必要な

能力を確認できる場合には当該書類の添付をもって代

替できる。 

また、資力及び信用と同様、申請時点で防災施設の施

行者が決定していない場合等当該書類を提出すること

が困難な場合には、申請時に施行者の決定方法や時期、

求める施行能力について記載した書類を提出するとと

もに、着手前までに確認書類を提出することについて確

約書を提出すること。 

 (6) 関係書類作成基準に掲げる書類のほか、開発行為の

目的、態様等に応じて知事が必要と認める書類を添付す

ること。 

 

8 現 地 状 況

（土地利用

の実態）等

を踏まえた

残置森林の

取扱い 

 

＜国通知＞ 

 

実施要項 

設計・審査基

準（別記 2） 

 

 

第５ 環境の保全に関する基準 

 

第５ 環境の保全に関する基準 

(3) 道路の新設若しくは改築又は畑地等の造成の場合で

あって、その土地利用の実態からみて森林を残置し又は

造成することが困難又は不適当であると認められると

きは、森林の残置又は造成が行われないこととして差し

支えない。 

 

9 適用日 実施要項 附 則 ［略］ 

［新設］ 

附 則 ［略］ 

附 則 

（施行期日） 

１ この要項は、令和 7年（2025年）3月 1日から施行する。 

 

 


